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塩尻市地域公共交通会議兼塩尻市地域公共交通協議会　名簿

NO 区分 所属 役職 氏　　　名

主宰 塩尻市 会長 小口　利幸

1 一般乗合旅客自動車運送事業者 アルピコタクシー㈱松本支社 副支社長 柳沢　賢一

2 一般乗合旅客自動車運送事業者　（元） アルピコ交通㈱中南信支社　 支社長 二條　宏昭

3 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体 塩尻地区タクシー協議会代表 代表 中沢　昌稔

4 一般旅客自動車運送事業者 辰野タクシー㈱ 代表取締役 飯澤　和也

5 一般乗合旅客自動車運送事業者が組織する団体 信州アルピコタクシー労働組合 塩尻副支部長 濱　哲也

6 市内で運行している路線バス事業者 大新東株式会社 担当 櫻井　利朗

7 住民又は利用者の代表者 大門地区区長会 会長 千葉　周一

8 住民又は利用者の代表者 塩尻東地区区長会 会長 二木　正昭

9 住民又は利用者の代表者 片丘地区区長会 会長 中野　富夫

10 住民又は利用者の代表者 広丘地区区長会 会長 酒井　正文

11 住民又は利用者の代表者 高出地区区長会 会長 小林　清人

12 住民又は利用者の代表者 吉田地区区長会 副会長 齋藤　幸男

13 住民又は利用者の代表者 洗馬地区区長会 会長 北沢　豊

14 住民又は利用者の代表者 宗賀地区区長会 会長 西窪　福男

15 住民又は利用者の代表者 北小野地区区長会 会長 神戸　嘉久

16 住民又は利用者の代表者 楢川地区区長会 会長 宮原　正

17 住民又は利用者の代表者 塩尻市友愛クラブ 会長 荻上　弘美

18 住民又は利用者の代表者 辰野町小野区 区長 小野　清高

19 学識経験者 長野工業高等専門学校 教授 柳沢　吉保

20 国土交通省北陸信越運輸局長又はその指名する者 国土交通省北陸信越運輸局交通企画課 課長 井藤　太亮

21 国土交通省北陸信越運輸局長又はその指名する者 国土交通省北陸信越運輸局 長野運輸支局 首席運輸企画専門官 芦澤　千恵子

22 道路管理者 国土交通省関東地方整備局 長野国道事務所 副所長 森　勝利

23 道路管理者 飯田国道事務所 木曽維持出張所 所長 石原　幸宏

24 道路管理者 松本建設事務所 維持管理課 課長 丸山　泰正

25 道路管理者 松本市 建設部維持課 課長 百瀬　信

26 道路管理者 辰野町 建設水道課 課長 宮原　利明

27 道路管理者 塩尻市 建設事業部建設課 課長 細井　良彦

28 長野県警察 塩尻警察署 交通課 課長 渡澤　竜一

29 長野県の関係行政機関の職員 長野県 企画振興部交通政策課 課長 宮島　克夫

30 長野県の関係行政機関の職員 松本地域振興局 企画振興課 課長 小林　裕之

31 市職員 塩尻市 建設事業部 部長 中野　昭彦

32 その他市長が必要と認める者 長野県バス協会 専務理事 松井　道夫

33 その他市長が必要と認める者 東日本旅客鉄道（株）塩尻駅 駅長 小林　雅秀

34 その他市長が必要と認める者 塩尻市PTA連合会 副会長 飯島　聡

35 その他市長が必要と認める者 塩尻市社会福祉協議会 会長 西窪　道夫

36 その他市長が必要と認める者 塩尻商工会議所 会頭 中島　芳郎

37 その他市長が必要と認める者 塩尻市観光協会 会長 塩原　悟文

塩尻市地域公共交通協議会事務局　

事務局長　塩尻市都市計画課長　曽根原　博

塩尻市都市計画課、経営戦略課、観光課、教育総務課、こども課、福祉課、長寿課
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○塩尻市地域公共交通会議設置要綱 

平成19年５月31日告示第45号 

改正 

平成25年３月25日告示第８号 

平成27年２月10日告示第５号 

平成30年３月28日告示第４号 

平成31年２月26日告示第14号 

 

塩尻市地域公共交通会議設置要綱 

（設置） 

第１条 道路運送法（昭和26年法律第183号）の規定に基づき、地域における公共交通の確保その他

利用者の利便の増進に必要な事項について協議するため、塩尻市地域公共交通会議（以下「交通

会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 交通会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。 

(１) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の運行形態及び運賃に関する事項 

(２) 市が運営する有償運送の実施及びその利用者から収受する対価に関する事項 

(３) その他市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 交通会議は、市長が主宰する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 市内で運行している路線バス事業者 

(２) 市内に営業所を有するタクシー事業者 

(３) 住民又は利用者の代表者 

(４) 国土交通省北陸信越運輸局長野運輸支局長又はその指定する職員 

(５) 市内で運行している路線バス事業者の運転者が組織する団体の代表者 

(６) 道路管理者 

(７) 塩尻警察署長又はその指定する職員 

(８) 長野県の職員 

(９) 市長の指定する職員 

(10) その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨

げない。 

（会長及び副会長） 

第５条 交通会議に会長及び副会長各１人を置き、会長は市長をもって充て、副会長は委員のうち

から会長が指名する。 

２ 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 交通会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 交通会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 会長が必要と認める場合は、交通会議に委員以外の者の出席を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 交通会議の庶務は、建設事業部都市計画課において処理する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮

って定める。 
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塩尻市地域公共交通網形成計画の策定について

塩尻市 建設事業部 都市計画課

資料ＮＯ,１

地域公共交通の現状と課題
公共交通が抱える課題 社会的要因

・少子高齢化や人口減少、マイカーの普及等の影響により、本市に
おける公共交通利⽤者は平成20年の169,000人をピークに減少傾向

・デマンド型交通等の新たな交通形態の要望
⇒ 社会情勢の変化や多様化するニーズに応じた対応が急務

バス停まで歩く
ことができない・・・

塩尻市における公共交通に関する計画は︖ ☞
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本市におけるこれまでの交通計画

・地域振興バスをメインとして、運行の効率化
や、利用者ニーズへの対応を通じて、地域振
興バスを地域交通の核とする計画

計画の概要

・地域振興バスに限定した計画となっており、
鉄道、タクシーといった公共交通同士の連携
が図られていない。

・デマンド交通等をはじめとする新たな交通
形態の導入に向けた調査や検討がされてい
ない。

現行計画の課題

現⾏計画では多様化する利⽤ニーズに応じた対応が困難 ☞

「塩尻市地域交通利用構想」：平成１９年３月

本市が目指す公共交通の方向性

農山村
集落

農山村
集落

デマンド型交通等の
地域に適した

交通形態の導入検討

地域公共交通・JR
タクシー等の

公共交通同士の連携

まちづくり、観光、
福祉、教育等の多くの

分野との連携

公共交通全体を網羅するマスタープランの策定が必要 ☞

地域振興バスの路線の
効率的な運⾏

路線の維持・ダイヤの
⾒直し等

-4-



地域公共交通網形成計画の位置づけ

調和・整合

塩尻市都市計画マスタープラン

塩尻市立地適正化計画

塩尻市
地域公共交通網形成計画

第五次塩尻市総合計画

計画の位置づけ

地域公共交通網形成計画は、次の基本方針に示すとおり、まちづくり
や観光振興等、「地域にとって望ましい公共交通網のすがた」を明ら
かにし、それを実現するための計画を策定します。

１ まちづくり、観光振興等の地域戦略との⼀体性の確保

２ 地域全体を⾒渡した総合的な公共交通ネットワークの形成

３ 地域特性に応じた多様な交通サービスの組み合わせ

４ 住⺠の協⼒を含む関係者の連帯

５ 広域性の確保

６ 具体的で可能な限り数値化した目標設定

◆網形成計画で留意すべき事項 （基本方針）

地域公共交通網形成計画の内容
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地域公共交通網形成計画 策定状況

全国で500、県内でも31市町村で策定されている

塩尻市地域公共交通協議会の設置について

資料ＮＯ,２
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塩尻市地域公共交通協議会の設置

塩尻市
地域公共交通

会議

塩尻市
地域公共交通

協議会 塩尻市
地域公共交通

協議会
計画策定部会

■道路運送法を根拠とする組織

■⾏政、運⾏事業者、市⺠等３０名で組織

■主にバス、タクシーの運⾏に関する内容
を協議

■地域公共交通の活性化及び再⽣に関する法律を根拠
とする組織

■塩尻市地域公共交通網形成計画の策定に関し必要な
協議を⾏うための法定協議会

■地域公共交通網形成計画の策定に関することや多様
な交通モードについて協議

■地域公共交通網形成計画の素案を作成

兼

構成メンバー
塩尻市地域公共交通協議会

塩尻市地域公共交通会議

公共交通
事業者

道路
管理者

県

国

市⺠等の
代表者 警察

学識
経験者 観光 福祉 健康

既存の交通会議
に不⾜する
関係者を追加

塩尻市地域公共交通協議会 計画策定部会

公共交通
事業者

市⺠等の
代表者

学識
経験者 観光 福祉 健康

-7-



  

塩尻市地域公共交通協議会規約（案） 

 

 （設置） 

第１条 塩尻市地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)は、地域公共交通の活性

化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号。以下「法」という。）第６条第

１項の規定に基づき、塩尻市地域公共交通網形成計画(以下「網形成計画」という。)

の作成及び実施に関する協議を行うために設置する。 

 （事務所） 

第２条 協議会の事務所は、塩尻市大門七番町３番３号塩尻市役所内に置く。 

 （事業） 

第３条 協議会は、次に掲げる事項を協議し、実施する。 

 （1）網形成計画の作成及び変更に関すること。 

 （2）網形成計画の実施に関すること。 

 （3）網形成計画に位置付けられた事業の実施に関すること。 

（4）前３号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めること。 

（組織） 

第４条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

（1）塩尻市長（以下「市長」という。） 

（2）一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般旅客自動車運送事業者並びにその組織

する団体 

（3）住民又は利用者の代表者 

（4）国土交通省北陸信越運輸局長又はその指名する者 

（5）一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 

（6）長野県警察 

（7）道路管理者 

（8）学識経験者 

（9）市職員 

（10）その他市長が必要と認める者 

 （役員） 

第５条 協議会に次の役員を置く。 

 （1）会長  １人 

 （2）副会長 １人 

 （3）監査員 ２人 

２ 会長は、市長とし、協議会を代表する。 

３ 会長、副会長及び監査員は、相互に兼ねることはできない。 

４ 副会長及び監査員は、委員のうちから会長が指名する。 

資料ＮＯ,３ 
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５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

６ 監査員は、協議会の会計を監査する。 

７ 第１項第３号に掲げる監査員については、協議会の会計に係る歳入及び歳出が発生

しない場合、これを置かないことができる。この場合において、第３項、第４項及び

第６項の規定中、監査員に係る事項については適用しない。 

 （委員の任期） 

第６条 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、

再任を妨げない。 

（事務局） 

第７条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、塩尻市の交通施策を担当する課に置く。 

３ 会長は、前項に掲げる課のほか、網形成計画の作成及び実施に関連する課等を事務

局に参加させることができる。 

４ 事務局の処務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 （会議及び運営等） 

第８条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会長が必要と認める場合は、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

５ 会議は、公開とする。ただし、特別な事情があると認められる協議については、こ

れを公開しないことができる。 

６ 会長は、会議の内容が軽微な場合又は緊急その他やむを得ない事情により会議を 

開催することが困難な場合は、書面協議により議決をすることができる。この場合に 

おいて、第２項及び第４項の規定を準用する。 

（協議結果の尊重義務） 

第９条 協議会で議決された事項については、委員はその結果を尊重し、当該事項の誠

実な実施に努めるものとする。 

 （議事録） 

第１０条 協議会の議事については、議事録を作成するものとする。 

２ 議事録は、当日出席した委員の中から、その会議において選任された議事録署名人

２名以上が署名押印しなければならない。 

 （部会） 

第１１条 協議会は、第３条各号に掲げる事項について、協議又は調整をするため、必

要に応じ部会を置くことができる。 
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２ 部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

（財務に関する事項） 

第１２条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるもの

とする。 

２ 各会計年度における歳出は、その年度の収入をもって、これに充てなければならな

い。 

３ 前２項に定めるもののほか、協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必

要な事項は、会長が別に定める。 

 （協議会解散の場合の措置） 

第１３条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切 

 り、会長であったものがこれを決算する。 

 （規約の変更） 

第１４条 この規約を変更する場合は、協議会の承認を得なければならない。 

 （補足） 

第１５条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別 

に定める。 

 

   附 則 

 この規約は、令和元年６月２７日から施行する。 
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塩尻市地域公共交通協議会事務局処務要領（案） 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、塩尻市地域公共交通協議会規約（以下「規約」という。）第７条第４

項の規定に基づき、塩尻市地域公共交通協議会（以下「協議会」という。）の事務局に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

 （所掌事務） 

第２条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。 

 （1）協議会の会議に関すること。 

 （2）協議会の資料作成に関すること。 

 （3）協議会の庶務に関すること。 

 （4）前３号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項 

 （事務局に置く職及び職員） 

第３条 事務局に事務局長、その他必要な職員を置く。 

２ 事務局長は、市の交通施策を担当する課の課長をもって充てる。 

３ 事務局員は、市の交通施策を担当する課の職員及び網形成計画の作成及び実施に関連

する課等の職員(事務局長が必要と認める者に限る。)をもって充てる。 

 （専決事項） 

第４条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と

認められる事項については、この限りではない。 

 （1）事務局の運営に関すること。 

 （2）物品及び現金の出納に関すること。 

 （3）前２号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。 

 （文書の取扱い） 

第５条 事務局における文書の取扱いは、塩尻市の文書の取扱いの例による。 

 （公印の取扱い） 

第６条 公印の種類は会長印とし、公印の名称、形状、書体、寸法、用途、個数及び管守

者は、別表のとおりとする。 

 （委任） 

第７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、塩尻市地域公共交通協議会会長が

別に定める。 

 

   附 則 

 この要領は、令和元年６月２７日から施行する。 

 

 

資料ＮＯ,４ 
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別表 （第６条関係） 

名称 様式 書体 寸法 

(ミリメートル) 

使用する文書の

区分 

個数 管守者 

塩尻市地

域公共交

通協議会

長印 

 てん 方１８ 会長名にて執行

する文書 

1 事務局長 

 

塩尻市地域 

公共交通協 

議会長之印 
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塩尻市地域公共交通協議会部会設置要領（案） 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、塩尻市地域公共交通協議会規約（以下「規約」という。）第１１

条第２項の規定に基づき、塩尻市地域公共交通協議会（以下「協議会」という。）の

部会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （事務所） 

第２条 部会は、事務所を塩尻市大門七番町３番３号塩尻市役所内に置く。 

 （所掌事務） 

第３条 部会は、規約第３条各号に掲げる事項について、専門的に協議又は調整を行う

ものとする。 

 （組織） 

第４条 部会を組織する委員（以下「部会員」という。）は、協議会の委員の中から、

協議会の会長が指名する。 

 （部会の代表） 

第５条 部会に代表を置く。 

２ 代表は、会務を総理し、部会を代表する。 

３ 代表は、部会員の互選により定めることとする。 

 （会議） 

第６条 部会の会議（以下「会議」という。）は、協議会の会長が招集し、代表が会議

の議長となる。 

２ 会議は、部会員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した部会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

４ 議長が必要と認める場合は、部会員以外の者から資料を提出させ、又は当該会議へ

の出席を依頼し、助言等を求めることができる。 

 （庶務） 

第７条 会議の庶務は、協議会事務局が行う。 

 （その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、協議会に諮り定める。 

 

附 則 

 この要領は、令和元年６月２７日から施行する。 

資料ＮＯ,５ 
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塩尻市地域公共交通協議会　部会　名簿

NO 区分 所属 役職 氏　　　名

1 一般乗合旅客自動車運送事業者 アルピコタクシー㈱松本支社 副支社長 柳沢　賢一

2 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体 塩尻地区タクシー協議会代表 代表 中沢　昌稔

3 市内で運行している路線バス事業者 大新東株式会社 担当 櫻井　利朗

4 住民又は利用者の代表者 塩尻市区長会 会長 北沢　豊

5 学識経験者 長野工業高等専門学校 教授 柳沢　吉保

6 国土交通省北陸信越運輸局長又はその指名する者 国土交通省北陸信越運輸局交通企画課 課長 井藤　太亮

7 国土交通省北陸信越運輸局長又はその指名する者 国土交通省北陸信越運輸局 長野運輸支局 首席運輸企画専門官 芦澤　千恵子

8 長野県の関係行政機関の職員 長野県 企画振興部交通政策課 課長 宮島　克夫

9 その他市長が必要と認める者 東日本旅客鉄道（株）塩尻駅 駅長 小林　雅秀

10 その他市長が必要と認める者 塩尻市PTA連合会 副会長 飯島　聡

11 その他市長が必要と認める者 塩尻市社会福祉協議会 会長 西窪　道夫

12 その他市長が必要と認める者 塩尻商工会議所 会頭 中島　芳郎

13 その他市長が必要と認める者 塩尻市観光協会 会長 塩原　悟文

塩尻市地域公共交通協議会事務局

事務局長　塩尻市都市計画課長　曽根原　博

塩尻市都市計画課、経営戦略課、観光課、教育総務課、こども課、福祉課、長寿課
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塩尻市地域公共交通協議会財務要領 (案)  

 

(趣旨) 

第１条 この要領は、塩尻市地域公共交通協議会規約(以下「規約」という。)第１２条

第３項の規定に基づき、塩尻市地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)の財務

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 (出納の閉鎖時期) 

第２条 協議会の会計年度ごとの出納は、翌年度の５月３１日をもって閉鎖するものと

する。 

 (予算) 

第３条 協議会の予算は、負担金、補助金、繰越金その他の収入をもって歳入とし、協

議会の運営及び事業に係る経費をもって歳出とする。 

２ 協議会の会長(以下「会長」という。)は、会計年度ごとに予算を調製し、協議会に

諮るものとする。ただし、協議会の会計に係る歳入及び歳出が発生しない場合は、こ

の限りでない。 

 (予算の補正) 

第４条 会長は、会計年度の途中において、既定の予算に補正の必要が生じたときは、

補正予算を調製し、速やかに協議会に諮るものとする。 

２ 会長は、協議会の運営又は事業の公正かつ円滑な執行に著しく支障が発生するおそ

れがあり、特に緊急を要するため協議会を招集する時間的余裕がないことが明らかで

あると認めるときは、補正予算を調製し、処分することができる。 

３ 前項の規定による処置については、会長は、直近の協議会において報告し、その承

認を求めなければならない。 

 (歳入歳出予算科目) 

第５条 歳入歳出予算の款、項及び目の区分は、別表のとおりとする。 

２ 会長は会計年度の途中において特別な理由があるときは、別表に定める以外の款、

項及び目を定めることができる。 

 (予算の流用及び予備費の充用) 

第６条 歳出予算の流用及び予備費の充用は、事務局長の専決により行うことができる

ものとする。 

２ 会長は、前項の規定により歳出予算の流用又は予備費の充用をしたときは、直近の

協議会に報告しなければならない。 

 (予算執行) 

第７条 会長は、歳入歳出予算の執行について、事務局長に専決させるものとする。 

２ 予算執行の手続きは、適正に処理しなければならない。 

  

資料ＮＯ,６ 

-15-



(出納員、出納及び現金等の保管) 

第８条 協議会の出納は、会長が行う。 

２ 会長は、事務局員のうちから出納員を命じ、会計事務を委任することができる。 

３ 会計事務に携わる事務局員は、現金の出納、保管その他会計事務の手続きについて、

適正に処理しなければならない。 

４ 協議会に属する現金等は、会長が指定する金融機関に預け入れなければならない。 

 (収入及び支出の手続) 

第９条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続きは、塩尻市の財務規則の例による。 

２ 出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。 

(1) 予算整理簿 

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な簿冊 

(決算等) 

第１０条 会長は、会計年度終了後速やかに協議会の決算を調製し、監査員の監査に付

した後、協議会の承認を得るものとする。 

 (報酬及び費用弁償) 

第１１条 規約第４条に規定する委員及び第８条第３項に規定する委員以外の者(以下

「委員等」という。)が塩尻市地域公共交通協議会の会議及び部会(以下「会議」とい

う。)に出席したときは、報酬及び費用弁償を受け取ることができる。ただし、申し

出のあった委員等については、この限りでない。 

２ 委員等の報酬及び費用弁償の額及び支給方法は塩尻市の例によるものとする。 

 (その他) 

第１２条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。 

 

附 則 

この要領は、令和元年６月２７日から施行する。 
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別表 (第５条関係) 

 (1) 歳入予算の款、項及び目の区分 

款 項 目 

１ 負担金 １ 負担金 １ 負担金 

２ 補助金 １ 補助金 １ 補助金 

３ 繰越金 １ 繰越金 １ 繰越金 

４ 諸収入 １ 諸収入 １ 雑入 

  

 (2) 歳出予算の款、項及び目の区分 

款 項 目 

 
１ 運営費 

１ 会議費 １ 会議費 

２ 事務費 １ 事務費 

２ 事業費 １ 事業費 １ 事業費 

３ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 
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新 た な 交 通 形 態 の 検 討  

公 共 交 通 協 議 会 （ 1
1 ／ 中 旬 ） 

公 共 交 通 協 議 会 （ 2 ／ 下 旬 ） 

幹 事 会 ・ 部 会 （ 1
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地域公共交通網形成計画アンケート調査概要 (案)

現状として、市⺠が様々な目的において、どの交通手段を、どのくら
いの頻度で、いつ利⽤しているか、なぜその交通手段を利⽤するのか等
の実態を把握。

◆ 市 民 の 交 通 利 用 実 態 の 把 握

公共交通の方向性を検討するため、塩尻市の公共交通が抱える問題点、
今後の公共交通施策のあり方に関する考え方などの問題認識を確認。

◆ 市 民 の 問 題 意 識 の 確 認

高齢化の進展に伴い、各地域の特性や市⺠ニーズに合った交通体系の
あり方などに関して具体的なニーズを把握。

◆ 新 た な 交 通 形 態 に 対 す る ニ ー ズ の 把 握

調査目的

地域公共交通網形成計画アンケート調査概要 (案)

公共交通の主な課題

○交通弱者のモビリティ確保
●公共交通依存度の高い交通弱者に対応し

た公共交通サービスの検討が必要。
●特に高齢者が抱える課題やニーズに応じ

て、新たな交通形態の導入に向けた検討
が必要。

□⾼齢者等の利⽤実態・問題点
■高齢者の⽇常利⽤する施設や、その際の

利⽤交通手段・満⾜度
■⾃動⾞の利⽤実態、免許返納の⾒通し
■高齢者の新たな交通形態の導入に対する

ニーズ
■費⽤負担における許容度

○公共交通同士の連携
●地域振興バスのみならず、ＪＲ及びタク

シー等との連携が必要。

アンケートで把握したい市⺠ニーズ

○地域振興バスの更なる利便性の向上
●地域振興バス利⽤者の増加に向けた運⾏

路線や運⾏ダイヤの⾒直しが必要。
●中心拠点の商店や病院へ容易にアクセス

することが可能となるよう地域振興バス
の利便性を高める必要がある。

□地域振興バス利⽤者等の移動特性・ニーズ
■バス利⽤者の利⽤頻度、⾏動パターン、経

由地及び目的地
■地域振興バスを利⽤しない、または利⽤で

きない方の理由

□ＪＲ・タクシーの利⽤実態・問題点
■市⺠のＪＲ及びタクシー等の利⽤実態・

満⾜度。
■ＪＲから地域振興バス及びタクシーに

乗り換える際の課題
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9
,1

4
4

1
7
,2

8
9

1
2
5
,3

5
2

1
2
5
,3

5
2

１
３

年
度

1
5
,3

8
2

2
1
,3

7
3

1
6
,8

5
1

3
1
,0

8
4

2
7
,7

1
4

2
0
,9

7
9

1
3
3
,3

8
3

1
3
3
,3

8
3

１
４

年
度

1
5
,0

5
6

2
1
,8

5
9

1
7
,6

5
9

3
1
,9

5
9

2
9
,6

2
3

2
2
,2

1
7

1
3
8
,3

7
3

1
3
8
,3

7
3

１
５

年
度

1
4
,5

2
1

2
0
,6

2
9

1
9
,1

8
8

2
9
,7

7
5

2
8
,4

7
0

2
1
,8

9
6

1
3
4
,4

7
9

1
3
4
,4

7
9

１
６

年
度

1
3
,0

2
9

2
0
,2

7
9

1
8
,7

7
9

2
7
,2

3
8

3
0
,0

3
7

2
4
,3

0
9

1
3
3
,6

7
1

1
3
3
,6

7
1

１
７

年
度

1
4
,2

5
5

2
3
,0

6
5

2
1
,0

2
8

2
7
,8

4
5

3
2
,1

1
2

2
6
,8

4
7

1
4
5
,1

5
2

2
0
,3

4
8

2
0
,3

4
8

1
6
5
,5

0
0

１
８

年
度

1
3
,5

6
8

2
1
,7

4
7

2
1
,4

1
5

2
6
,8

4
5

2
9
,5

1
2

2
5
,1

5
6

3
,3

2
6

1
4
1
,5

6
9

2
2
,6

1
6

2
2
,6

1
6

1
6
4
,1

8
5

１
９

年
度

1
2
,6

9
6

1
9
,5

6
0

2
0
,1

2
2

2
6
,3

6
4

2
7
,4

0
6

2
2
,0

2
9

7
,7

3
1

1
,4

1
7

1
3
7
,3

2
5

2
6
,2

5
7

2
,0

0
9

2
8
,2

6
6

1
6
5
,5

9
1

２
０

年
度

1
1
,9

3
7

1
6
,7

3
3

1
7
,8

4
8

2
4
,7

3
0

2
3
,8

0
5

2
0
,7

7
0

8
,0

7
0

3
,8

7
6

1
2
7
,7

6
9

3
6
,1

2
9

5
,4

9
1

4
1
,6

2
0

1
6
9
,3

8
9

２
１

年
度

1
1
,7

1
4

1
6
,2

5
0

1
6
,2

9
6

2
1
,0

4
8

2
2
,2

8
3

1
9
,9

6
5

8
,4

5
4

3
,8

6
1

1
1
9
,8

7
1

3
6
,3

7
9

5
,7

0
4

4
2
,0

8
3

1
6
1
,9

5
4

２
２

年
度

1
2
,1

1
7

1
5
,9

9
2

1
6
,7

6
1

1
6
,6

3
0

1
9
,7

7
4

1
7
,8

9
9

7
,0

4
3

6
,6

0
2

1
1
2
,8

1
8

3
8
,2

4
5

5
,1

5
0

4
3
,3

9
5

1
5
6
,2

1
3

２
３

年
度

1
0
,5

8
2

1
5
,5

6
6

1
5
,8

2
1

1
8
,8

6
1

2
0
,7

5
3

1
7
,9

5
5

6
,3

3
7

7
,5

2
4

1
1
3
,3

9
9

3
9
,1

9
8

4
,5

1
6

4
3
,7

1
4

1
5
7
,1

1
3

２
４

年
度

1
0
,1

7
7

1
6
,3

4
6

1
4
,7

8
3

1
8
,9

7
0

2
1
,2

1
9

1
7
,5

6
8

5
,9

5
6

8
,5

7
1

1
0
,6

2
4

1
2
4
,2

1
4

3
3
,8

8
4

3
3
,8

8
4

1
5
8
,0

9
8

２
５

年
度

1
0
,3

3
0

1
6
,4

1
6

1
5
,1

9
8

1
7
,7

9
6

1
8
,7

0
3

1
7
,4

4
6

6
,8

2
3

9
,0

9
4

1
1
,8

5
2

1
2
3
,6

5
8

3
6
,0

6
3

3
6
,0

6
3

1
5
9
,7

2
1

２
６

年
度

1
0
,3

5
5

1
7
,0

3
2

1
5
,8

8
8

1
7
,7

0
0

1
8
,2

7
0

1
6
,8

6
1

6
,1

6
0

9
,7

7
5

1
1
,0

4
9

1
2
3
,0

9
0

3
4
,8

9
6

3
4
,8

9
6

1
5
7
,9

8
6

２
７

年
度

1
0
,2

3
9

1
5
,9

8
0

1
2
,9

4
9

1
6
,9

2
7

1
8
,1

8
3

1
7
,0

1
0

6
,5

8
6

1
0
,4

5
6

1
5
,5

2
7

1
2
3
,8

5
7

3
3
,1

1
5

3
3
,1

1
5

1
5
6
,9

7
2

２
８

年
度

1
0
,4

4
5

1
5
,4

6
1

1
2
,2

8
6

1
4
,9

1
1

1
8
,2

6
8

1
6
,6

4
9

6
,2

8
7

9
,8

3
6

1
4
,5

3
7

1
1
8
,6

8
0

3
3
,5

3
1

3
3
,5

3
1

1
5
2
,2

1
1

２
９

年
度

1
0
,8

7
0

1
5
,1

8
7

1
2
,7

1
3

1
2
,2

3
0

1
7
,6

6
9

1
5
,6

9
5

6
,9

1
9

1
0
,2

1
3

1
4
,4

0
2

1
1
5
,8

9
8

3
3
,6

5
3

3
3
,6

5
3

1
4
9
,5

5
1

３
０

年
度

9
,9

7
3

1
5
,0

3
4

1
2
,5

2
3

9
,9

8
0

1
3
,6

8
6

1
3
,9

9
6

6
,0

6
4

1
3
,6

3
4

1
5
,2

6
5

1
1
0
,1

5
5

3
2
,5

5
9

3
2
,5

5
9

1
4
2
,7

1
4

計
2
4
0
,8

1
1

3
5
7
,1

7
0

3
2
2
,4

7
4

4
3
5
,5

7
6

4
5
9
,0

1
4

3
8
0
,4

9
8

8
5
,7

5
6

9
4
,8

5
9

9
3
,2

5
6

2
,4

6
9
,4

1
4

4
5
6
,8

7
3

2
2
,8

7
0

4
7
9
,7

4
3

2
,9

4
9
,1

5
7

こ
れ

ま
で

の
乗

客
数

ピ
ー

ク
時

の
人

数
※

平
成

１
１

年
～

１
２

年
試

行
運

行
開

始
※

平
成

１
３

年
４

月
本

格
運

行
※

平
成

１
７

年
度

　
日

祝
日

運
行

開
始

（
４

月
１

日
～

）
※

平
成

１
８

年
度

　
中

心
市

街
地

循
環

線
試

行
運

行
開

始
（

１
０

月
２

０
日

～
）

※
平

成
１

９
年

度
　

北
部

線
、

勝
弦

線
試

行
運

行
開

始
、

中
心

市
街

地
循

環
線

経
路

変
更

、
一

部
路

線
を

除
き

日
・

祝
日

運
休

（
１

０
月

１
日

～
）

※
平

成
２

０
年

度
　

片
丘

線
、

洗
馬

線
、

循
環

線
一

部
改

正
、

勝
弦

線
バ

ス
停

追
加

（
１

２
月

１
５

日
～

）

※
平

成
２

５
年

度
　

広
丘

駅
循

環
線

一
部

経
路

変
更

、
農

協
ワ

イ
ナ

リ
ー

バ
ス

停
追

加
（

５
月

１
日

～
）

※
令

和
元

年
度

　
　

み
ど

り
湖

・
東

山
線

バ
ス

停
名

変
更

「
み

ど
り

湖
入

口
」

→
「

サ
ン

サ
ン

ワ
イ

ナ
リ

ー
南

」
、

塩
尻

東
線

新
規

バ
ス

停
設

置
「

み
ど

り
湖

花
公

園
」

※
平

成
２

２
年

度
　

洗
馬

線
-
早

朝
便

増
便

、
み

ど
り

湖
東

山
線

-
花

公
園

廃
止

、
広

丘
吉

田
線

-
広

丘
駅

循
環

線
路

線
に

改
名

・
経

路
変

更
、

中
心

市
街

地
循

環
線

-
５

→
４

便
、

　
塩

尻
北

部
線

-
２

→
３

便
、

楢
川

線
-
一

部
経

路
変

更
（

４
月

５
日

～
）

※
平

成
２

４
年

度
　

勝
弦

線
廃

止
、

北
小

野
線

新
設

、
片

丘
線

運
行

経
路

変
更

、
洗

馬
線

一
部

経
路

変
更

、
み

ど
り

湖
・

東
山

線
-
運

行
時

間
変

更
及

び
減

便
５

便
→

４
．

５
便

、
　

中
心

市
街

地
循

環
線

減
便

‐
４

便
→

３
便

、
楢

川
線

（
ス

ク
ー

ル
併

用
便

）
減

便

※
平

成
２

７
年

度
　

洗
馬

線
、

塩
尻

東
線

一
部

経
路

変
更

、
広

丘
駅

循
環

線
一

部
経

路
変

更
、

ふ
れ

あ
い

セ
ン

タ
ー

広
丘

バ
ス

停
追

加
、

北
小

野
線

一
部

経
路

変
更

及
び

増
便

 
 
３

便
→

４
便

（
４

月
１

日
～

）

年
 度

小
計

小
計

合
計

※
平

成
３

０
年

度
　

片
丘

線
中

信
松

本
病

院
経

由
コ

ー
ス

名
称

変
更

、
一

部
経

路
変

更
及

び
一

部
バ

ス
停

廃
止

、
塩

尻
東

線
一

部
経

路
変

更
、

中
心

市
街

地
循

環
線

日
曜

・
祝

日
便

廃
止

　
一

部
経

路
変

更
、

塩
尻

北
部

線
増

便
３

便
→

４
便

、
楢

川
線

デ
マ

ン
ド

便
一

部
経

路
変

更
及

び
一

部
バ

ス
停

廃
止

、
そ

の
他

軽
微

な
時

刻
の

変
更

、
バ

ス
停

名
の

見
直

し
等

※
平

成
２

８
年

度
　

広
丘

駅
循

環
線

一
部

経
路

変
更

、
中

心
市

街
地

循
環

線
一

部
経

路
変

更
、

楢
川

線
経

路
一

部
変

更
、

回
数

券
導

入
（

４
月

１
日

～
）

、
広

丘
駅

循
環

線
一

部
　

経
路

変
更

（
１

０
月

１
日

～
）

４
条

路
線

自
家

用
有

償
運

送
資
料
Ｎ
Ｏ
,8
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 0

 2
0,

00
0

 4
0,

00
0

 6
0,

00
0

 8
0,

00
0

 1
00

,0
0
0

 1
20

,0
0
0

 1
40

,0
0
0

 1
60

,0
0
0

 1
80

,0
0
0

１
１

年
度

 １
２

年
度

 １
３

年
度

 １
４

年
度

 １
５

年
度

 １
６

年
度

 １
７

年
度

 １
８

年
度

 １
９

年
度

 ２
０

年
度

 ２
１

年
度

 ２
２

年
度

 ２
３

年
度

 ２
４

年
度

 ２
５

年
度

 ２
６

年
度

 ２
７

年
度

 ２
８

年
度

 ２
９

年
度

 ３
０

年
度

 

年
度

別
地

域
振

興
バ

ス
利

用
者

数
 

片
丘

線
 

楢
川

線
 

北
小

野
線

 

塩
尻

北
部

線
 

中
心

市
街

地
循

環
線

 

広
丘

駅
循

環
線

 

宗
賀

線
 

み
ど

り
湖

･東
山

線
 

塩
尻

東
線

 

洗
馬

線
 

勝
弦

線
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地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業

（
陸
上
交
通
：
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
補
助
）

地
域
特
性
や
実
情
に
応
じ
た
最
適
な
生
活
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
確
保
・
維
持
す
る
た
め
、
幹
線
バ
ス
等
の
地
域
間
交
通
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
と
密
接
な
地
域
内
の
バ
ス
交
通
・
デ
マ
ン
ド
交
通
の
運
行
に
つ
い
て
支
援

○
補
助
対
象
事
業
者

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
、
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者

又
は
地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
に
基
づ
く
協
議
会

○
補
助
対
象
経
費

予
測
費
用
（
補
助
対
象
経
常
費
用
見
込
額
）
か
ら
予
測
収
益
（
経
常
収
益
見
込
額
）
を
控
除
し
た
額

補
助
内
容

○
補
助
率

１
／
２

○
主
な
補
助
要
件

・
補
助
対
象
地
域
間
バ
ス
系
統
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

又
は
過
疎
地
域
等
の
交
通
不
便
地
域
の
移
動
確
保
を
目
的

と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

・
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
バ
ス
系
統
等
へ
の
ア
ク
セ
ス
機
能
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

・
新
た
に
運
行
又
は
公
的
支
援
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と

・
乗
車
人
員
が
１
人
／
１
便
以
上
で
あ
る
こ
と

予
測
費
用

補
助
対
象

経
費

欠
損

＜
補
助
対
象
経
費
算
定
方
法
＞

予
測
費
用

（
事
業
者
の
キ
ロ
当
た
り
経
常
費
用
見
込
額

×
系
統
毎
の
実
車
走
行
キ
ロ
）

－
予
測
収
益

（
１
）
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
バ
ス
系
統
へ
の
接
続

＊
地
域
間
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
：
黒
字
路
線
、
鉄
軌
道
（
JR
、
大
手
民
鉄
等
）
も
含
ま
れ
る
が
、
地
域
間
幹
線
バ
ス
は
、

幹
線
性
（
複
数
市
町
村
間
、
運
行
頻
度
）
が
必
要

接
続

（
２
）
交
通
不
便
地
域

フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
（
路
線
運
行
）

①
過
疎
地
域
等

②
交
通
不
便
地
域
と
し
て
地
方
運
輸
局
長
等
が
指
定
す
る
地
域

接
続

フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
（
路
線
運
行
）

接
続

補
助
対
象
地
域
間
幹
線
バ
ス

フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
（
区
域
運
行
）

フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統

※
専
ら
政
令
市
等
が
運
行
支
援
を
行
う
も
の
及
び
そ
の
運
行

区
域
の
全
て
が
政
令
市
等
の
区
域
内
で
あ
る
も
の
は
除
外

接
続

補
助
対
象
地
域
間
幹
線
バ
ス

［
政
令
市
等
が
関
わ
る
場
合
］

政
令
市
・
中
核
市
・
特
別
区

政
令
市
等
以
外
の
市
町
村

フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
（
区
域
運
行
）

①
過
疎
地
域
等

②
交
通
不
便
地
域
と
し
て
地
方
運
輸
局
長
が
指
定
す
る
地
域

・
乗
車
人
員
が
１
人
／
１
便
以
上
で
あ
る
こ
と

（
定
時
定
路
線
型
の
場
合
に
限
る
。
）

・
経
常
赤
字
が
見
込
ま
れ
る
こ
と

補
助
対
象
系
統
の
イ
メ
ー
ジ

地
域
間
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

地
域
間
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

予
測

収
益

予
測
収
益

（
系
統
毎
の
キ
ロ
当
た
り
経
常
収
益
見
込
額

×
系
統
毎
の
実
車
走
行
キ
ロ
）
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生活交通確保維持改善計画 (案)（地域内フィーダー系統確保維持計画を含む） 

 

（策定）  令和元年６月２７日      

（名称）  塩尻市地域公共交通会議     

 （代表者名）議長 塩尻市長 小口 利幸 印 

     

生活交通確保維持改善計画の名称 

 

塩尻市地域内フィーダー系統確保維持計画（令和２年度～令和４年度） 

 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

 

塩尻市では、民間路線バスが次々に廃止される中で、中心市街地の活性化の促進と併

せ、車を運転できない高齢者等交通弱者の移動を支援する目的で平成１１年から「塩尻

市地域振興バス」を運行し、市民のニーズに対応するため、これまで様々な変更を加え

てきた。 

現在、本市が運営するコミュニティバスは、ＪＲ塩尻駅前バス乗場を中心として、放

射状に公共施設や病院等を結ぶ９路線と中心市街地にある主要な公共施設や商業施設を

循環する１路線の１０路線で、高齢者等を中心に生活に不可欠な交通として機能してい

る。 

  北小野地区（の一部）は、ＪＲ小野駅があるものの、駅から１ｋｍ以上離れている集

落は、振興バス路線がなければ交通不便地域となっている。 

また、市街地周辺に比べ中山間地域の老年人口割合が高くなる傾向が顕著に出ており、

今後、その生活支援としての交通手段の確保・維持が重要な課題となっている。 

このため、勝弦線（市町村運営有償運送・平成２３年度をもって廃止）に替わり、交

通空白地域である北小野地区（上田、宮前、古町、勝弦）を経路に含む北小野線（平成

２４年度より運行開始）を運行することによって、公共交通空白地域の解消を図りなが

ら、効率的で持続可能な地域内交通を確保・維持するとともに、ＪＲ塩尻駅及びＪＲ小

野駅（地域間交通ネットワーク）に接続することにより、広域的な移動手段を確保する

ことを目的とする。 

 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

 

北小野線はＪＲ塩尻駅前を起点とし、北小野地区やＪＲ小野駅を経由する経路を１日

４便運行する。（平成２４年１０月から本格運行、平成３０年４月改正） 

平成３０年度事業(平成２９年１０月～平成３０年９月)の実績として、一便あたりの

平均乗車人数１１．２人、利用者数１５，３１４人と計画に位置付けられた目標値を達

成したことから、更なる利用者の増加を目指し、１便当たりの乗車人数１１．５人、年

間利用者数１５，５００人を目標とする。 
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（２）事業の効果 

 

当該路線を維持することにより、交通空白地域が解消され、高齢者等の日常生活に必

要不可欠な移動手段が確保されるとともに、地域間交通ネットワークとの接続により、

広域的な移動手段が確保される。 

 

 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

  

・地域振興バス全路線の運行経路図及び運行時刻表の作成・配布 

 ・利用状況を分析するとともに、利用者アンケート等を参考に利便性向上につながる施 

策や運行経路、ダイヤの見直しを行う。 

 ・実施主体については、塩尻市地域公共交通会議。 

 ・高齢者運転免許証自主返納支援事業による公共交通の利用促進 

 ・「塩尻市地域公共交通網形成計画」の検討 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運行予定者 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」を添付 

・運行系統の概要及び運行事業者 

運行系統名 北小野線 

系統区間 【通常運行時】 

（勝弦先廻り）塩尻駅前～塩尻東保育園前～チロルの森前～勝弦詰所

前～小野駅～憑生鮮食品館前～塩尻東保育園前～塩尻駅前 

（古町先廻り）塩尻駅前～塩尻東保育園前～憑生鮮食品館前～小野駅

～勝弦詰所前～チロルの森前～塩尻東保育園前～塩尻駅前 

【冬期迂回時】 

（勝弦先廻り）塩尻駅前～塩尻東保育園前～勝弦詰所前～小野駅～憑

生鮮食品館前～塩尻東保育園前～塩尻駅前 

（古町先廻り）塩尻駅前～塩尻東保育園前～憑生鮮食品館前～小野駅

～勝弦詰所前～塩尻東保育園前～塩尻駅前 

便数／日 ４便 

運行事業者 アルピコタクシー（株） 

 

・運行経路図及び運行時刻表を添付 

・運行予定者 

  運行予定者であるアルピコタクシー（株）（平成２８年４月、信州アルピコタクシー

（株）と合併）は、平成２６年１０月１日にアルピコ交通（株）から当該路線を引き継

いで運行を開始したが、バス営業所、車両、乗務員等一式を引き継ぎ、過去に当該地域

を運行経路に含む路線バスを運行していたことから当該地区の地域特性（冬期間におけ

る降雪・積雪時の安全輸送や緊急時に対する代替ルートなどの道路網を熟知）に対し技

術・知識を有している。 

また、既存の塩尻市地域振興バスを運行しているため、現有車両による効率的運用が

できることや地場産業の育成支援等の内容を総合的に検討し、協議会での協議を経て決

定した。 
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５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者 

 

塩尻市から運行事業者への補助金額については、運賃収入及び国庫補助金を運行経費から

差し引いた差額分を負担することとしている。 

 

 

 

６．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

 

アルピコタクシー(株) 

 

７．補助を受けようとする手続きに係る利用状況等の継続的な測定方法 

 【活性化法法定協議会を補助対象事業者とする場合のみ】 

 

 (該当しないため、記載なし)  

８．別表１の補助対象事業の基準二ただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの運

行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

 

(該当しないため、記載なし)  

 

９．別表１の補助対象事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に

準ずる生活基盤が整備されている」認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

 

(該当しないため、記載なし)  

 

10．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 

(該当しないため、記載なし)  

 

11．外客来訪促進計画との整合性 

【外客来訪促進計画が策定されている場合のみ】 

 

(該当しないため、記載なし) 
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12．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表５」を添付。 

 

 

 

 

 

13．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよう

とする場合のみ】 

 

(該当しないため、記載なし) 

 

 

14．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよう

とする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 

(該当しないため、記載なし) 

 

（２）事業の効果 

   

 (該当しないため、記載なし) 

 

15．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の負担者【車両

減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする

場合のみ】 

 

(該当しないため、記載なし) 

16．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における収

支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用した

利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

 (該当しないため、記載なし) 
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17．協議会の開催状況と主な議論  

第１３回 平成２８年１月２１日（平成２７年度 第２回） 

・生活交通確保維持改善計画（Ｈ２９～３１）について協議、承認 

・平成２７年度事業評価について協議、承認 

平成２８年３月１１日付け２７地第１８７号書面審議 

・生活交通確保維持改善計画（Ｈ２８～３０）の変更（運行事業者）について協議、承認 

第１４回 平成２８年６月２３日（平成２８年度 第１回） 

・生活交通確保維持改善計画（Ｈ２９～３１）の変更（運行事業者）について協議、承認 

平成２９年１月６日付け２８地第１４０号書面審議 

・平成２８年度事業評価について協議、承認 

第１５回 平成２９年６月２６日（平成２９年度 第１回） 

・生活交通確保維持改善計画（Ｈ３０～３２）について協議、承認 

 第１６回 平成３０年１月１０日 (平成２９年度 第２回) 

・平成２９年度事業評価について協議、承認 

第１７回 平成３０年６月１９日 (平成３０年度 第１回) 

・生活交通確保維持改善計画（Ｈ３１～３３）について協議、承認) 

第１８回 平成３１年２月５日 (平成３０年度 第２回) 

・平成３０年度事業評価について協議、承認 

18．利用者等の意見の反映状況 

塩尻市地域公共交通会議の構成員に、住民または利用者代表として「塩尻市友愛クラブ(老

人クラブ)連合会」「市内及び経路内１１地区の区長」等の代表者に委嘱をしている。 

また、地区懇談会や社内アンケート調査等により意見を収集し、塩尻市地域公共交通会議

において検討、反映している。 

19．協議会メンバーの構成員 

関係都道府県 
長野県企画振興部交通政策課 

松本地域振興局企画振興課 

関係市区町村 
松本市建設部維持課 

辰野町建設水道課 

交通事業者・交通

施設管理者等 

アルピコタクシー(株)、大新東株式会社、塩尻地区タクシー協議会、長

野県バス協会、東日本旅客鉄道(株)、長野国道事務所、飯田国道事務所

木曽維持出張所、長野県松本建設事務所、長野県塩尻警察署 

運輸局及び地方運

輸局 
北陸信越運輸局、長野運輸支局 

その他協議会が必

要と認める者 

塩尻市友愛クラブ連合会、市内各地区区長会長 (全１０地区) 

辰野町小野区長、アルピコ交通(株)、辰野タクシー(株)、信州アルピコ

タクシー労働組合、学識経験者、塩尻市ＰＴＡ連合会、塩尻市社会福祉

協議会、塩尻商工会議所、塩尻市観光協会 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）長野県塩尻市大門七番町３番３号    

（所 属）塩尻市建設事業部都市計画課計画係 

（氏 名）太田 貴也              

（電 話）0263-52-0280 (内線 1152)      

（e-mail）toshi@city.shiojiri.lg.jp            
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地域振興バス運行経路の一部変更(案)について  

 

１ 対象路線  

・北小野線 

 

２ 変更理由 

 (1) 運行事業者であるアルピコタクシー株式会社からの要望によるもの。  

(2) 現行経路は、道路幅員も狭いことから一般車両とのすれ違いの際、 

バスが後退せざるを得ない場合が多々あり、危険なため。 

  

３ 検討内容 

  ・現行の青い点線経路から、南側に開通したバイパス(県道楢川岡谷線)の

赤い経路に変更をする。 

 

 

 

上田片端バス停 

上田旧屯所前バス停 

9.5ｍ 

5.0ｍ 

道路最小幅員 

4.5ｍ 

変更後経路 

現行経路 

資料ＮＯ,１０-１

「 
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地域振興バス運行経路の一部変更(案)について  

 

１ 対象路線  

・塩尻東線 

 

２ 変更理由  

(1) 運行事業者であるアルピコタクシー株式会社からの要望によるもの。 

 (2) 現行経路は、道路幅員が狭く一般車両とのすれ違いが困難。また、冬期 

   降雪時は除雪が遅れる場合があり、スリップ事故の危険性がある。 

  

３ 検討内容 

  ・現行の青い点線経路から、道路幅員が広く除雪も優先的に実施される赤

い経路に変更をする。 

 

 

 

みどり湖花公園バス停 

みどり湖団地バス停 

みどり湖団地南バス停 

道路最小幅員  

5.6ｍ 

4.8ｍ 

4.9ｍ 

4.8ｍ 
5.0ｍ 

4.0ｍ 

変更後経路 

現行経路 

 

資料ＮＯ,１０-２

「 
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地域振興バス運行経路の一部変更(案)について 

 

１ 対象路線  

・中心市街地循環線 （西廻り） 

 

２ 変更理由  

(1) 運行事業者であるアルピコタクシー株式会社からの要望によるもの。 

 (2) 現行経路は、道路幅員が約３．０ｍと狭く、一般車両とのすれ違いが困

難。大学に通学されている生徒の通学路でもあり、安全性の確保がされ

ていない。 

 

３ 検討内容 

  ・現行の青い点線経路から、道路幅員が広く安全性が確保できる赤い経路

に変更する。 

 

 

 

歯科大東バス停 

桔梗荘前バス停 

歯科大前バス停 

道路最小幅員 

3.0ｍ 

6.4ｍ 

6.4ｍ 

6.5ｍ 

変更後経路 

現行経路 

資料ＮＯ,１０-３

「 
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